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意見書との対比シート 
 

  



 

・本シートは、平成１５年９月５日に提出された「淀川水系河川整備計画

基礎原案」、および平成１６年５月８日に提出された「淀川水系河川整

備計画基礎案」と、平成１５年１２月に出された「淀川水系流域委員会 

意見書」との対比を行ったものです。 

 

・なお、対比については、「意見書１ 淀川水系河川整備計画基礎原案

に対する意見書 委員会意見」のうち、「Ⅰ 淀川水系河川整備計画

基礎原案本文に対する意見」について行っています。 

 

・本シートの作成にあたっては、平成１６年５月８日に提出された「淀川

水系河川整備計画基礎案 対比表」をベースに、意見書の内容を入

れ込んであります。 
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はじめに 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

はじめに 
河川整備計画は、淀川水系流域委員会、住民、自治体等からの

意見を聴き、河川管理者である近畿地方整備局長が、河川及び流

域の現状認識に基づき、基本的な考え方及び方針に沿って、今後

20年から30年間に実施、或いは検討する具体的施策を取りまと

め、策定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的施策で「実施」と記述する施策は今後速やかに実施してい

く。「検討」、「見直し」と記述した施策は、今後実施の可否も含めて

検討・見直しを行い、検討・見直しの結果がでた時点で、流域委員

会や住民、自治体等の意見を聴いた上、決定する施策である。 

 
また、「実施」とされたものについては、実施中・実施後の自然環

境、社会環境に及ぼす影響についてモニタリングを行う。 

 

河川整備計画にとりまとめる施策は、今後の社会状況の変化

や、施策実施中並びに実施後のモニタリング等による施策の再評

価に応じて、現状認識・基本的な考え方・方針の変更を含めて、流

域委員会や住民、自治体等の意見を聴く等、所定の手続きを経て、

随時、計画を改定し、追加・修正・中止等を行うものである。 

はじめに 

河川整備計画は、淀川水系流域委員会、住民、自治体等からの

意見を聴き、河川管理者である近畿地方整備局長が、河川及び流

域の現状認識に基づき、基本的な考え方及び方針に沿って、今後

20年から30年間に実施、あるいは検討する具体的施策をとりまと

め、策定するものである。 

策定にあたっては、平成１２年７月に淀川流域委員会準備会議を設

置し、学識経験者の意見を聴く場としての淀川水系流域委員会（以

下「流域委員会」という）の委員構成や運営方法等についての検討

がなされ、同準備会議からの答申を受けて、平成１３年２月に流域

委員会を設置した。 

流域委員会では、現地視察等を踏まえて、委員と河川管理者との

間で、情報や意見の交換を行い、現状認識や課題の共有化に努め

た。 

平成１５年１月には、流域委員会から河川整備計画策定に向けて

の基本的な考え方を示した「淀川水系流域委員会提言」が出され

た。 

近畿地方整備局では、それまでの議論、流域委員会からの提言、

ならびに住民や自治体からの意見を踏まえて、平成14年12月及び

平成15年6月に、「河川整備計画策定に向けての説明資料（第1

稿）、（第2稿）」を公表し、さらに、平成15年9月には河川整備計画基

礎原案を示した。 

本河川整備計画基礎案は、河川整備計画基礎原案に対する流域

委員会からの意見、新たに取り組んだ住民対話集会等での住民か

らの意見や自治体からの意見を踏まえて策定したものである。

 

具体的施策で「実施」と記述する施策は今後速やかに実施してい

く。「検討」、「見直し」と記述した施策は、今後実施の可否も含めて

検討・見直しを行い、検討・見直しの結果がでた時点で、流域委員

会や住民、自治体等の意見を聴いた上で、決定する施策である。 

 

また、「実施」とされたものについては、実施中・実施後の自然環

境、社会環境に及ぼす影響についてモニタリングを行う。 

 

河川整備計画にとりまとめる施策は、今後の社会状況の変化

や、施策実施中並びに実施後のモニタリング等による施策の再評

価に応じて、現状認識・基本的な考え方・方針の変更を含めて、流

域委員会や住民、自治体等の意見を聴く等、所定の手続きを経て、

随時、計画を改訂し、追加・修正・中止等を行うものである。 
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流域の概要 １章 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

１．流域の概要 

 淀川は、その源を滋賀県山間部に発する大小支川を琵琶湖に集

め、大津市から河谷状となって南流し、桂川と木津川を合わせて大

阪平野を西南に流れ、途中神崎川及び旧淀川を分派して大阪湾に

注ぐ、幹川流路延長 75km、流域面積 8,240 ㎞２ の一級河川であ

る。その流域は、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、三重の２府４県に

またがり､近畿地方における社会・経済・文化の基盤をなしている。

また、古来より我が国の政治経済の中心として栄え、日本史の舞

台となってきた。現在でも流域内に多くの都市が発展し、特に大都

市の大阪、京都を抱える中・下流域は、我が国でも有数の人口・資

産の集積を成している。 

 淀川流域にかかる自治体の総面積のうち、天然林が約31%、人工

林が約 26%、その他を含めて全体で約 60%を森林が占め、1900 年

代以降では、最も面積が多くなっている。 

 

 淀川水系を大別すると、本川上流の琵琶湖とその流入河川、瀬

田川を経て宇治川まで、左支川木津川、右支川桂川、三川合流後

の淀川、猪名川・神崎川の６つに分けることができる。 

 

琵琶湖は湖面積674km2、容量275億m3という日本最大の淡水湖

で、野洲川、草津川や姉川など直接流入している河川だけでも約

120 本を数える。流域面積は 3848km2（琵琶湖含む）で淀川流域の

47%を占める。湖の周辺は西方に丘陵、台地が、東方に低地が広

がり、周辺には内湖が繋がって、魚釣りや水遊びなど地域の人々

に利用されている。琵琶湖は、世界でも有数の古い湖でもあり、ビ

ワマス、セタシジミなどの固有種をはじめ、100 種以上の魚類等が

生息している。湖辺空間は学術研究の場、豊かな水産業の場であ

るとともに、滋賀県民はもとより内外から多くの人々が訪れる観光

地であり、湖面を利用した多様なレクリエーションを楽しめる地域で

ある。 

 琵琶湖の水質は、流域での人口の増加、市街化の進展あるいは

ライフスタイルの変化等により、横ばいか、やや悪化傾向にあり、カ

ビ臭・淡水赤潮・アオコが毎年のように発生している。COD、窒素、

りんについては北湖のリンを除いて環境基準を達成していない状

況であり、北湖のCODや窒素は漸増傾向にある。さらに、近年、琵

琶湖固有種の減少や外来種の繁殖、湖辺のヨシ原等の生物生息

空間の減少が見られている。 

湖の内外には縄文時代からの遺跡が多数存在し、祖先伝来の

文化の跡を伝えている。それには洪水などの災害への対策事業の

存在も含まれている。湖とその一帯は歴史的に水上交通の要衝と

１．流域の概要 

 淀川は、その源を滋賀県山間部に発する大小支川を琵琶湖に集

め、大津市から河谷状となって南流し、桂川と木津川を合わせて大

阪平野を西南に流れ、途中神崎川及び大川（旧淀川）を分派して大

阪湾に注ぐ、幹川流路延長 75km、流域面積 8,240 ㎞２ の一級河川

である。その流域は、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、三重の２府４

県にまたがり､近畿地方における社会・経済・文化の基盤をなしてい

る。また、古来より我が国の政治経済の中心として栄え、日本史の

舞台となってきた。現在でも流域内に多くの都市が発展し、特に大

都市の大阪、京都を抱える中・下流域は、我が国でも有数の人口・

資産の集積を成している。 

 淀川流域にかかる自治体の総面積のうち、天然林が約31%、人工

林が約 26%、その他を含めて全体で約 60%を森林が占め、1900 年

代以降では、最も面積が多くなっている。 

 

 淀川水系を大別すると、本川上流の琵琶湖とその流入河川、瀬

田川を経て宇治川まで、左支川木津川、右支川桂川、三川合流後

の淀川、猪名川・神崎川の６つに分けることができる。 

 

琵琶湖は湖面積674km2、容量275億m3という日本最大の淡水湖

で、野洲川、草津川や姉川等直接流入している河川だけでも約 120

本を数える。流域面積は 3848km2（琵琶湖含む）で淀川流域の 47%

を占める。湖の周辺は西方に丘陵、台地が、東方に低地が広がり、

周辺には内湖が繋がって、魚釣りや水遊びなど地域の人々に利用

されている。琵琶湖は、世界でも有数の古い湖でもあり、ビワマス、

セタシジミ等の固有種をはじめ、100 種以上の魚類等が生息してい

る。湖辺空間は学術研究の場、豊かな水産業の場であるとともに、

滋賀県民はもとより内外から多くの人々が訪れる観光地であり、湖

面を利用した多様なレクリエーションを楽しめる地域である。 

琵琶湖の水質は、流域での人口の増加、市街化の進展あるいは

ライフスタイルの変化等により、横ばいか、やや悪化傾向にあり、カ

ビ臭・淡水赤潮・アオコが毎年のように発生している。COD、窒素、

リンについては北湖のリンを除いて環境基準を達成していない状況

であり、北湖のCODや窒素は漸増傾向にある。さらに、近年、琵琶

湖固有種の減少や外来種の繁殖、湖辺のヨシ原等の生物の生息・

生育空間の減少が見られている。 

湖の内外には縄文時代からの遺跡が多数存在し、祖先伝来の

文化の跡を伝えている。それには洪水等の災害への対策事業の存

在も含まれている。湖とその一帯は歴史的に水上交通の要衝とし

て発展し、東西にのびる主要陸上交通路の分岐域としてあるいは

 

基礎原案・基礎案・意見書対比シート 2



 
基礎原案 基礎案 意見書における記述 

して発展し、東西にのびる主要陸上交通路の分岐域としてあるいは

日本海航路を京都・大阪へつなぐ湖上舟運路として活用され、近畿

圏の社会・歴史・文化の交流と発展にかけがえのない役割を果たし

てきた。 

 また、湖岸一帯は古くからの農林業・漁業が展開した場所として

繁栄を誇り、近江八景・鮒ずしなどの独自の文化が醸成された。さ

らに、淀川水系の上流部に位置するため、古くから瀬田川の浚渫

や堰の建造・操作をめぐり、下流との係争が繰り広げられてきた。

かつては護岸の補強材として植栽された竹類がさまざまな道具や

食材に利用され、四つ手網漁、かっとり簗漁などの独特の河川漁

法が行なわれていた。 

 野洲川は、鈴鹿山脈の主峰御在所山にその源を発する幹川流路

延長 65km の琵琶湖屈指の大河川である。土砂流出、洪水氾濫に

より、かつては、河口部で南北に分岐していたが、昭和61年度には

放水路事業により一本化し、天井川を解消するとともに、疎通能力

を増大させた。 

草津川は、その源を大津市桐生町地先オランダ堰堤上流に端を

発し、名神高速道路・新幹線・国道１号・東海道本線の主要施設の

下または上を流れ、琵琶湖にそそいでいた。山地の大部分が花崗

岩地区となっており、土砂生産量が大きく、国道や東海道本線が川

の下を通行する天井川となっていた。そのため、昭和 46 年度から

滋賀県により放水路による平地河川化がすすめられ、平成 4 年度

からは直轄事業として実施し、平成 14年度には通水を開始した。 

 姉川は、滋賀県の最高峰である伊吹山地に源を発する一級河川

で、琵琶湖に流入する主要な河川の一つである。その支川の高時

川は、滋賀・福井県境の栃ノ木峠に源を発し、緑豊かな山地から水

を集め、扇状地を斜行して姉川に合流している。河川の大部分が

天井川である。また、環境面では多くの魚類等が生息しており、下

流部でヤナ漁が盛んに行われている。冬期に多量の雪をもたらす

日本海型の気候を示す特徴があり、年間降水量の多い地域であ

る。 

 

琵琶湖へ流入する河川が約 120 本に対して、唯一の流出河川で

ある瀬田川は、琵琶湖の南端から瀬田川洗堰を経て流下し、京都

府域からは宇治川と名を変え山城盆地を貫流する。瀬田川洗堰よ

り上流部では、水量が豊富で流れが緩やかなためボート競技等

が、また、瀬田川洗堰より下流では山間峡谷を縫って流れ、カヌー

などの水面利用が行われている。 

 大戸川は、三重県境の高旗山に源を発し、信楽盆地から大津市

南部を流下して瀬田川に合流する河川で、奈良・平安時代の田上

山の乱伐により山肌が荒れ大雨のたびに大量の土砂を伴う氾濫を

日本海航路を京都・大阪へつなぐ湖上舟運路として活用され、近畿

圏の社会・歴史・文化の交流と発展にかけがえのない役割を果たし

てきた。 

また、湖岸一帯は古くからの農林業・漁業が展開した場所として

繁栄を誇り、近江八景・鮒ずし等の独自の文化が醸成された。さら

に、淀川水系の上流部に位置するため、古くから瀬田川の浚渫や

堰の建造・操作をめぐり、下流との係争が繰り広げられてきた。か

つては護岸の補強材として植栽された竹類が様々な道具や資材に

利用され、四つ手網漁、かっとり簗漁等の独特の河川漁法が行わ

れていた。 

野洲川は、鈴鹿山脈の主峰御在所山にその源を発する幹川流

路延長 65km の琵琶湖屈指の大河川である。土砂流出、洪水氾濫

により、かつては、河口部で南北に分岐していたが、昭和61年度に

は放水路事業により一本化し、天井川を解消するとともに、疎通能

力を増大させた。 

草津川は、その源を大津市桐生町地先オランダ堰堤上流に端を

発し、名神高速道路・新幹線・国道１号・東海道本線の主要施設の

下または上を流れ、琵琶湖にそそいでいた。山地の大部分が花崗

岩地区となっており、土砂生産量が大きく、国道や東海道本線が川

の下を通行する天井川となっていた。そのため、昭和 46 年度から

滋賀県により放水路による平地河川化がすすめられ、平成 4 年度

からは国土交通省が実施し、平成 14年度には通水を開始した。 

姉川は、滋賀県の最高峰である伊吹山地に源を発する一級河川

で、琵琶湖に流入する主要な河川の一つである。その支川の高時

川は、滋賀・福井県境の栃ノ木峠に源を発し、緑豊かな山地から水

を集め、扇状地を斜行して姉川に合流している。河川の大部分が

天井川である。また、環境面では多くの魚類等が生息しており、下

流部でヤナ漁が盛んに行われている。冬期に多量の雪をもたらす

日本海型の気候を示す特徴があり、年間降水量の多い地域であ

る。 

 

琵琶湖へ流入する河川が約 120 本に対して、唯一の流出河川で

ある瀬田川は、琵琶湖の南端から瀬田川洗堰を経て流下し、京都

府域からは宇治川と名を変え山城盆地を貫流する。瀬田川洗堰よ

り上流部では、水量が豊富で流れが緩やかなためボート競技等

が、また、瀬田川洗堰より下流では山間峡谷を縫って流れ、カヌー

等の水面利用が行われている。 

大戸川は、三重県境の高旗山に源を発し、信楽盆地から大津市

南部を流下して瀬田川に合流する河川で、奈良・平安時代の田上

山の乱伐により山肌が荒れ大雨のたびに大量の土砂を伴う氾濫を

繰り返してきた。 
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繰り返してきた。 

 宇治川の塔の島周辺は、歴史・文化的遺産に恵まれ、鵜飼や舟

遊びなどに利用されている。さらに下流部の向島付近では広大なヨ

シ原が形成され、ツバメのねぐら等野鳥の生息地となっている。水

質は宇治川下流部でも環境基準を達成している状況である 

 

木津川は、鈴鹿山脈、布引山地に源を発した小河川を集め、上

野盆地を貫流し、岩倉峡に代表される山間渓谷を蛇行しながら流

下し、大河原において名張川と合流し山城盆地で三川合流点に達

している。流域には高山ダムをはじめとするダム群が建設されてお

り、洪水の軽減や各種用水の補給を行っている。 

木津川の上流域や宇陀川流域の支川では、オオサンショウウオ

の生息も確認されている。また渓谷（岩倉峡）や滝（赤目四十八滝）

など景観に優れた景勝地が点在している。 上野盆地から岩倉峡

下流の笠置大橋にかけての中流部では、散策やキャンプ等の場と

して利用されており、特に笠置ではカヌーやボート遊びが行われて

いる。 

  笠置大橋から三川合流までの下流部では勾配が緩やかとなり、

所々で発達した砂州が見られる。河原は砂を中心とした広い自然

裸地が形成され、ヤナギ林やツルヨシ群落が散在する。また、本流

と繋がっていない“たまり”が点在し、魚類等の重要な生息環境とし
て機能している。 

 水質は木津川上流の一部地域で水質の悪化が見られ、環境基準

を達成していない。 

 

 桂川は丹波山地の東端を源とし高原状地形において小河川を集

め保津峡を経て京都市西部を南流して三川合流点に達している。 

 上流域の山地部では、オオサンショウウオ、中流域ではアユモド

キが生息している。保津峡は、約 16kmに及ぶ渓流で、曲りくねった

狭い川筋は、“保津川下り”に利用されている。 

保津峡の下流にある嵐山は京都を代表する観光地となってお

り、四季を通じて賑わっている。嵐山から下流では市街地が広が

り、高水敷には緑地公園や運動公園などが見られる。 

 水質については、下流部において一時期水質の悪化が見られて

いたが、近年下水道整備などにより改善傾向にあり、現在では環

境基準を達成している。 

 

三川合流後の淀川流域は大阪平野が広がり、大規模な市街地と

なっている。河川内は河川公園として整備され、球技等に利用され

ているほか、魚釣り、散策などに利用されている。 

特徴ある河川環境としては、ワンドやたまりがある。ワンドには本

宇治川の塔の島周辺は、歴史・文化的遺産に恵まれ、鵜飼や舟

遊びなどに利用されている。さらに下流部の向島付近では広大なヨ

シ原が形成され、ツバメのねぐら等野鳥の生息地となっている。水

質は宇治川下流部でも環境基準を達成している状況である 

 

木津川は、鈴鹿山脈、布引山地に源を発した小河川を集め、上

野盆地を貫流し、岩倉峡に代表される山間渓谷を蛇行しながら流

下し、大河原において名張川と合流し山城盆地で三川合流点に達

している。流域には高山ダムをはじめとするダム群が建設されてお

り、洪水の軽減や各種用水の補給を行っている。 

木津川上流（笠置大橋より上流）では、上野市より上流及び宇陀川

流域の支川で、オオサンショウウオの生息も確認されている。また

渓谷（岩倉峡）や滝（赤目四十八滝）等景観に優れた景勝地が点在

している。 上野盆地から岩倉峡下流の笠置大橋にかけての中流

部では、散策やキャンプ等の場として利用されており、特に笠置で

はカヌーやボート遊びが行われている。 

木津川下流（笠置大橋より下流）では勾配が緩やかとなり、所々で

発達した砂州が見られる。河原は砂を中心とした広い自然裸地が

形成され、ヤナギ林やツルヨシ群落が散在する。また、本流と繋が

っていない“たまり”が点在し、魚類等の重要な生息環境として機能
している。 

 水質は木津川上流の一部地域で悪化が見られ、環境基準を達成

していない。 

 

 桂川は丹波山地の東端を源とし高原状地形において小河川を集

め保津峡を経て京都市西部を南流して三川合流点に達している。 

 上流域の山地部では、オオサンショウウオ、中流域ではアユモド

キが生息している。保津峡は、約 16kmに及ぶ渓流で、曲りくねった

狭い川筋は、“保津川下り”に利用されている。 

保津峡の下流にある嵐山は京都を代表する観光地となってお

り、四季を通じて賑わっている。嵐山から下流では市街地が広が

り、高水敷には緑地公園や運動公園等が見られる。 

 水質については、下流部において一時期水質の悪化が見られて

いたが、近年下水道整備等により改善傾向にあり、現在では環境

基準を達成している。 

 

三川合流後の淀川流域は大阪平野が広がり、大規模な市街地と

なっている。河川内は河川公園として整備され、球技等に利用され

ている他、魚釣り、散策等に利用されている。 

特徴ある河川環境としては、ワンドやたまりがある。ワンドには本

流の水も流れ込むが、本流とは異なる環境を示し、イタセンパラを
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基礎原案 基礎案 意見書における記述 

流の水も流れ込むが、本流とは異なる環境を示し、イタセンパラを

はじめ淀川で見られる魚類の殆どの種類が生息している。また、鵜

殿には 75ha に及ぶヨシ原が広がっている。 

 淀川大堰から下流では、所々に干潟が見られ、汽水性の魚類等

が生息し、また渡り鳥の休息、採餌の場としての役割も果たしてい

る。 

 水質については近年改善傾向にあり枚方大橋地点でBODが

2mg/l程度と環境基準を達成している。また、大川（旧淀川）や神崎

川の水質改善目的も踏まえて、維持流量として淀川から大川（旧淀

川）へ 70m3/s、神崎川へ 10m3/sを確保するよう放流している。 

日本の川づくりの原点である茨田堤、難波堀江、奈良時代の都

や寺院建築などのための筏による木材流送、角倉了以の大堰川開

削、巨椋池の干拓、灌漑、天ヶ瀬発電所の建設など、川と人との関

わりは深い。洪水を想定した高床構造の平等院や桂離宮など、歴

史的建造物も流域に多く存在している。 

  舟運については、三十石船に代表される過書船をはじめ、淀二

十石船、伏見船、くらわんか舟などの歴史があり、水上交通が西国

街道、京街道、木津路などに連絡し、宇治橋などは軍事的要衝とな

るなど、川と関連した交通が古くから発達していた。 

 

琵琶湖においても、交通としての舟運が衰えてきた昭和 30 年代

以降も、観光船の人気は高い。さらに、昭和 57 年に周航した琵琶

湖学習船「湖の子」は20年をすぎて32万人以上の児童生徒に琵琶

湖学習船として利用され、子どもたちの水や湖への親しみを増すた

めに大きな役割を果たしている。 

渡月橋、観月橋、瀬田唐橋、木造で日本最長の流れ橋である上

津屋橋などの著名な橋が存在し、神輿洗い（松尾祭、祇園祭等）、

船渡御（天神祭）など水と関わりの深い伝統文化が形成されてい

る。また、下流の大阪は都市内を河川が縦横に巡り、八百八橋とい

われるほど多くの橋が架かり、水都と称されていた。 

 

猪名川・神崎川は、淀川本川右岸 16km 地点の一津屋樋門から

分派する神崎川と、神崎川の河口より約 7.0km 地点の右岸に合流

する猪名川、神崎川の主要支川である安威川、及びこれらの支派

川から構成される。猪名川や安威川の上流部は渓谷河川の様相を

呈しており、中下流部や神崎川は概ね平野部を流れ、また阪神工

業地帯と密集した市街地が広がり都市河川の様相を呈している。 

 

流域面積 383km2の猪名川は、北摂山地南縁に属する山地約

304km2（79%）と大阪平野北部に属する平地約 79km2（21%）とに大別

できる。猪名川は兵庫県川辺郡猪名川町の大野山（標高 753m）を

はじめ淀川で見られる魚類の殆どの種類が生息している。また、鵜

殿には 75ha に及ぶヨシ原が広がっている。 

 淀川大堰から下流では、所々に干潟が見られ、汽水性の魚類等

が生息し、また渡り鳥の休息、採餌の場としての役割も果たしてい

る。 

 水質については近年改善傾向にあり枚方大橋地点でBODが

2mg/l程度と環境基準を達成している。また、大川（旧淀川）や神崎

川の水質改善目的も踏まえて、維持流量として淀川から大川（旧淀

川）へ 70m3/s、神崎川へ 10m3/sを確保するよう放流している。 

 

猪名川・神崎川は、淀川本川右岸 16km地点の一津屋樋門から

分派する神崎川と、神崎川の河口より約 7.0km地点の右岸に合流

する猪名川、神崎川の主要支川である安威川、及びこれらの支川

から構成される。猪名川や安威川の上流部は渓谷河川の様相を呈

しており、中下流部や神崎川は概ね平野部を流れ、また阪神工業

地帯と密集した市街地が広がり都市河川の様相を呈している。 

流域面積 383km2の猪名川は、北摂山地南縁に属する山地約

304km2（79%）と大阪平野北部に属する平地約 79km2（21%）とに大別

できる。猪名川は兵庫県川辺郡猪名川町の大野山（標高 753m）を

はじめ、大阪府能勢町及び京都府亀岡市を源として流下し、銀橋付

近の狭窄部より下流は住宅や工場が立ち並び、東西の拠点を結ぶ

交通機関も集中するなど、流域内の資産密度・人口密度が著しく高

くなっている。また、上流部でも高度経済成長とともにベットタウンと

して大規模な宅地の造成が行われている。 

水質については、流域の産業・経済の発展に伴って汚濁が進行

していたが、近年は改善し、概ね環境基準を達成している。 

 万葉集時代からの歴史があり、田能の弥生遺跡、行基の昆陽池

に残される開拓とかんがいの跡、造船・建築等の専門家である渡

来民猪名部氏の伝承等がある。かつては銀や銅の採掘が行われ、

周辺の山々では古くから盛んに炭焼きが行われていた。また、多田

地区には多田源氏発祥の地とされる神社がある。東西交通の要衝

に位置し、上流地区の物産の集積地でもあった商都伊丹や池田

は、良質の伏流水にも恵まれ、酒造が発展している。 

 

日本の川づくりの原点である茨田堤、難波堀江、奈良時代の都

や寺院建築等のための筏による木材流送、角倉了以の大堰川開

削、巨椋池の干拓、灌漑、天ヶ瀬発電所の建設等、川と人との関わ

りは深い。洪水を想定した高床構造の平等院や桂離宮等、歴史的

建造物も流域に多く存在している。 

  舟運については、三十石船に代表される過書船をはじめ、淀二

十石船、伏見船、くらわんか舟等の歴史があり、水上交通が西国街
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はじめ、大阪府能勢町及び京都府亀岡市を源として流下し、銀橋付

近の狭窄部より下流は住宅や工場が立ち並び、東西の拠点を結ぶ

交通機関も集中するなど、流域内の資産密度・人口密度が著しく高

くなっている。また、上流部でも高度経済成長とともにベットタウンと

して大規模な宅地の造成が行われている。 

水質については、流域の産業・経済の発展に伴って汚濁が進行

したが、近年水質は改善し、概ね環境基準を達成している。 

 万葉集時代からの歴史があり、田能の弥生遺跡、行基の昆陽池

に残される開拓とかんがいの跡、造船・建築などの専門家である渡

来民猪名部氏の伝承などがある。かつては銀や銅の採掘が行わ

れ、周辺の山々では古くから盛んに炭焼きが行われていた。また、

多田地区には多田源氏発祥の地とされる神社がある。東西交通の

要衝に位置し、上流地区の物産の集積地でもあった商都伊丹や池

田は、良質の伏流水にも恵まれ、酒造が発展している。 

道、京街道、木津路等に連絡し、宇治橋等は軍事的要衝となるな

ど、川に関連した交通が古くから発達していた。また、地域の生活

に欠かせない渡しも随所に設けられていた。 

琵琶湖においても、交通としての舟運が衰えてきた昭和 30 年代

以降も、観光船の人気は高い。さらに、昭和 57 年に周航した琵琶

湖学習船「湖の子」は20年以上にわたって32万人以上の児童生徒

に琵琶湖学習船として利用され、子どもたちの水や湖への親しみを

増すために大きな役割を果たしている。 

渡月橋、観月橋、瀬田唐橋、木造で日本最長の流れ橋である上

津屋橋等の著名な橋が存在し、神輿洗い（松尾祭、祇園祭等）、船

渡御（天神祭）等水と関わりの深い伝統文化が形成されている。ま

た、下流の大阪は都市内を河川が縦横に巡り、八百八橋といわれ

るほど多くの橋が架かり、水都と称されていた。 

 

淀川は大阪府景観条例に基づく「景観形成地域」の指定を受けて

おり、滋賀県においては「自然公園法による琵琶湖国定公園の指

定」や「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」が定められている。

また、淀川の関係市町である大阪市の「みずの軸」をはじめ、高槻

市、寝屋川市、摂津市、島本町等が、また、猪名川においても川西

市がそれぞれ景観の方向性を定めている。 

琵琶湖及びその周辺では、自然公園法による「琵琶湖国定公園」

の指定や滋賀県条例による「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条

例」が定められている。その他の地域でも、「鈴鹿国定公園」、「室

生赤目青山国定公園」、「金剛生駒紀泉国定公園」等の指定がされ

ている。

 

基礎原案・基礎案・意見書対比シート 6



 
河川整備の基本的な考え方 3章   

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

３．河川整備の基本的な考え方 

淀川下流部の低平地は、日本でも有数の人口・資産が集積した

京阪神地域を擁している。また、瀬田川、桂川及び木津川並びに

猪名川には、狭窄部が存在し、その上流部の近江平野、亀岡盆

地、上野盆地、多田盆地には、多くの人々が生活している。また、

瀬田川の上流には、わが国が世界に誇る琵琶湖がある。このよう

な特徴を有する河川は、全国に例を見ない。 
 

1)下流低平地等の洪水氾濫原における市街化の進展に対処する

ため、堤防の構築、河床の掘削や洪水調節のためのダム建設等の

河川整備が行われ、洪水氾濫の頻度は確実に減少した。 
 しかし、連続堤防によって守られた地域に、人口・資産が集中し

ているが、かならずしも洪水に対して万全ではなく、ひとたび破堤が

生じると人命被害、家屋の損壊、ライフラインの途絶等といった被

害を受ける恐れがある。さらに、破堤による被害の深刻さ（被害ポ

テンシャル）は現在も増加し続けている。 
 

また、狭窄部の上流部は、洪水による浸水常襲地帯となってい

る。しかし、狭窄部は下流への洪水の急激な流下を抑制しており、

その処理の如何によっては、上流に治水上の効果をもたらす反

面、下流の治水安全度を大きく引き下げるという問題が発生する。

これらの問題をいかに解決し、上下流の治水安全度を向上するか

が四つの河川に共通する課題である。 

なお、瀬田川では瀬田川洗堰において、操作規則にもとづく操作

を行い、下流への流量を調節している。 

 
2)琵琶湖の生い立ちは、数百万年もさかのぼり、多様な固有種を有

する豊かな生態系を形成してきた。 
 一方、琵琶湖の水は、湖周辺のみならず、下流京阪神の水道用

水や工業用水に利用され、流域の人々の生活や経済発展を支えて

きた。これは下流で水を利用するための琵琶湖の人工的水位変動

によってもたらされたものであり、それが琵琶湖の環境変化の一つ

の要因ともなっている。このため河川環境の観点から琵琶湖の水

位を水利用との調和を図りつつ、できるだけ保持することが求めら

れている。
 

3)高度経済成長期以降、急激な社会の変化にともない、実施されて

きたダムや堰等による水資源開発施設の建設や洪水対策のため

の河川整備は、流域の開発と相まって、河川の環境や生態系に影

響を与えていることも事実である。また、ダムの建設は広範囲にわ

３．河川整備の基本的な考え方 

淀川下流部の低地は、日本でも有数の人口・資産が集積した京

阪神地域を擁している。また、瀬田川、桂川及び木津川並びに猪

名川には、狭窄部が存在し、その上流部の近江平野、亀岡盆地、

上野盆地、多田盆地には、多くの人々が生活している。また、瀬田

川の上流には、我が国が世界に誇る琵琶湖がある。このような特

徴を有する河川は、全国に例を見ない。 
 

1)下流低地等の洪水氾濫原における市街化の進展に対処するた

め、堤防の構築、河床の掘削や洪水調節のためのダム建設等の

河川整備が行われ、洪水氾濫の頻度は確実に減少した。 
 しかし、連続堤防によって守られた地域に、人口・資産が集中し

ているが、必ずしも洪水に対して万全ではなく、ひとたび破堤が生じ

ると人命被害、家屋の損壊、ライフラインの途絶等といった被害を

受ける恐れがある。さらに、破堤による被害の深刻さ（被害ポテンシ

ャル）は現在も増加し続けている。 
 

また、狭窄部の上流部は、洪水による浸水常襲地帯となってい

る。しかし、狭窄部は下流への洪水の急激な流下を抑制しており、

その処理の如何によっては、上流に治水上の効果をもたらす反

面、下流の治水安全度を大きく引き下げるという問題が発生する。

これらの問題をいかに解決し、上下流の治水安全度を向上するか

が四つの河川に共通する課題である。 

なお、瀬田川では瀬田川洗堰において、操作規則に基づく操作

を行い、下流への流量を調節している。 

 
2)琵琶湖の生い立ちは、数百万年もさかのぼり、多様な固有種を有

する豊かな生態系を形成してきた。 
 一方、琵琶湖の水は、湖周辺のみならず、下流京阪神の水道用

水や工業用水に利用され、流域の人々の生活や経済発展を支えて

きた。これは下流で水を利用するための琵琶湖の人工的水位変動

によってもたらされたものであり、それが琵琶湖の環境変化の一つ

の要因ともなっている。このため河川環境の観点から琵琶湖の水

位を水利用との調和を図りつつ、できるだけ保持することが求めら

れている。
 

3)高度経済成長期以降、急激な社会の変化にともない、実施されて

きたダムや堰等による水資源開発施設の建設や洪水対策のため

の河川整備は、流域の開発と相まって、河川の環境や生態系に影

響を与えていることも事実である。また、ダムの建設は広範囲にわ
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基礎原案 基礎案 意見書における記述 

たる水没を伴い地域社会に大きな影響を与えた。 

 

4)わたしたちは安全で快適で豊かに暮らすため、流域

環系にさまざまな変化を与えてきた。すなわち、自由奔

れを改変し、これをせき止め、取水・浄化して利用し、そ

道を通して川に戻している。さらに、都市流域において

宅やアスファルト舗装で覆い、洪水の流出形態まで変

た。 

 あらゆる人間活動が、水循環系に対し変化を与え、河

治水、利水に影響を与えている。 
 

5)河川敷の利用については、沿川の市街化並びに人

い、河川敷以外でも設置可能なグラウンド等のスポー

備され、これらが河川の環境や生態系へ影響を与えて
 

 
 
6)以上のような環境、治水、利水、利用の課題は、相互

いることを十分認識して対応しなければならない。また

題に対して、河川管理者のみによる河川内での対応に

る。従って、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係

力し、健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重

提に、以下を基本に据えて淀川水系の河川整備計画

この際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ

画にとらわれることなく、柔軟に見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 
 

○これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続

し、活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境

生を図る。 
この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方

実施する。 
 

○洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減す

ード、ソフト両面にわたって推進するが、狭窄部下

原案では、「変化に富んだ地形と固有種を含む多様な

が形成されていた頃の河川環境を目標」とし、「今後の

備では『川が川をつくる』のを手伝うという考え方を念頭
の中で水循

放な川の流

の水は下水

は地表を住

えてしまっ

川の環境、

口増加に伴

ツ施設が整

きた。 

に関連して

、これらの課

たる水没を伴い地域社会に大きな影響を与えた。 
 

4)わたしたちは安全で快適で豊かに暮らすため、流域の中で水循

環系に様々な変化を与えてきた。すなわち、自由奔放な川の流れ

を改変し、これをせき止め、取水・浄化して利用し、その水は下水道

を通して川に戻している。さらに、都市流域においては地表を住宅

やアスファルト舗装で覆い、洪水の流出形態まで変えてしまった。 

 あらゆる人間活動が、水循環系に対し変化を与え、河川の環境、

治水、利水に影響を与えている。 
 

 

5)河川敷の利用については、沿川の市街化並びに人口増加に伴

い、河川敷以外でも設置可能なグラウンド等のスポーツ施設が整

備され、これらが河川の環境や生態系へ影響を与えてきた。 
 

 
 
6)以上のような環境、治水、利水、利用の課題は、相互に関連して

いることを十分認識して対応しなければならない。また、これらの課

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基礎

生態系

河川整

は限界があ

者が連携協

ねることを前

を策定する。

、既存の計

響を真摯に

的に生存

の保全・再

を念頭に

る施策をハ

流の治水安

題に対して、河川管理者のみによる河川内での対応には限界があ

る。従って、流域的視点に立って、流域のあらゆる関係者が、情報

や問題意識を共有しながら日常的な信頼関係を築き、連携協力し

健全な水循環系の確保に向けた努力を積み重ねることを前提に、

以下を基本に据えて淀川水系の河川整備計画を策定する。この

際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ、既存の計画に

とらわれることなく、柔軟に見直しを行う。なお、見直しを行う場合に

は、これまでの経緯に十分配慮する。 

 

 

 

 

 
 

○これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてきた影響を真摯に

受け止め、「生態系が健全であってこそ、人は持続的に生存

し、活動できる。」との考え方を踏まえて、河川環境の保全・再

生を図る。 
この際、「川が川をつくる」ことを手伝うという考え方を念頭に

実施する。 
 

○洪水被害の頻度のみならず、その深刻さを軽減する施策をハ

ード、ソフト両面にわたって推進するが、狭窄部下流の治水安

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に、湖や河川の連続性の修復をめざし、多様な形状をもつ河川

への復元をはかる」としている。また、これまでの河川整備が河

川環境に及ぼしてきた影響を真摯に受け止め、「流域的視点に

立って、流域のあらゆる関係者が連携協力し、健全な水循環系

の確保に向けた努力を積み重ねることを前提に、淀川水系の

河川整備計画を策定する。この際、社会環境、自然環境への

影響を十分に踏まえ、既存の計画にとらわれることなく、柔軟

に見直しを行う」と明言している。河川環境を大きく改変するダ

ム計画についても、「事業中のダムについてさらに詳細な調

査・検討を行い、その間の工事を必要最小限のもの以外は着

手しない」としている。これらはいずれも従来の河川整備の考

え方とは異なる画期的な判断であり、高く評価できる。（2 河川

環境）  

注）下線部は左記と関連の強い部分(庶務にて記入) 
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基礎原案 基礎案 意見書における記述 

全度を損なわないで上流の安全度の向上を図る。 
 

○ 水需要予測の見直しを踏まえ、既存水資源開発施設の運用

や新規施設の計画の内容を見直す。また、水需要の抑制を

図るべく利水者や自治体との連携を強化する。 

 

○河川の利用については、環境教育を推進する場という観点も

含めて「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を

基本とする。また、利用者の理解を得ながら「河川環境を損な

う利用の是正」を図る。 

全度を損なわないで上流の安全度の向上を図る。 
 

○ 水需要予測の見直しを踏まえ、既存水資源開発施設の運用

や新規施設の計画の内容を見直す。また、水需要の抑制を

図るべく利水者や自治体との連携を強化する。 

 

○河川の利用は、自由使用の原則のもと、環境教育を推進する

場という観点も含めて「川でなければできない利用、川に活か

された利用」を基本とする。また、利用者の理解を得ながら

「河川環境を損なう利用の是正」を図る。 
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携、調整する。 的な信頼関係を築くことが重要である。その際、行政と住民の間に

介在してコーディネートする主体（「河川レンジャー」の役割も期待さ

れる）」としている。このように河川管理者は、提言に示した住民参

加の趣旨を真摯に受けとめ、実質的な住民参加のあり方をめざし

て模索しながら真剣に努力しており、大いに評価できる。 

基礎原案には住民参加の手続きが多く取り入れられてはいる

が、その多くは「住民意見を聴く」などまだ形式的なものであるとい

わざるをえない。住民参加を実効あるものとするためには、河川管

理者が「これからの川づくり」に住民参加が不可欠であることを正し

く理解・認識して、その理念を明確に示すことが望まれる。 

なお、今後さらに検討・改善されるべき課題は次の通りである。 

①住民参加を形骸化させないため住民参加のあるべき大綱を明

示する。 

②住民意見の反映ならびに社会的合意形成をはかるための客

観的な手法を提示する。 

③実効性ある住民参加をめざし対話集会を積極的に開催し改善

していく。 

④パートナーシップ構築の担い手を育成するため住民の自律に

よる川づくりのための意識向上活動を積極的に支援する。 

⑤住民間のネットワーク構築のための基盤整備を行う。 

（9 住民参加） 
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基礎原案 基礎案 意見書における記述 

⑥節水、下水処理水の再利用の促進などによる水需要抑制の

推進 

⑦渇水調整・水融通 

⑧河川敷の自然回復・水面利用の是正 

⑨外来種対策 

⑩環境流量の確保 

⑪その他 
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治水・防災 2 章 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

２．２ 治水・防災  

２．２．１ 洪水 

(1)沿革 

淀川における本格的な治水事業は、明治29年に着手した「淀川

改良工事」に始まる。本工事によって実施された瀬田川における洗

堰の設置、宇治川の巨椋池からの分離と新淀川の開削が現在の

淀川の姿を造った。 

その後、計画対象規模以上の洪水による水害が発生するたびに

整備水準を引き上げ、これまで、昭和46年に改定された工事実施

基本計画に基づき、下流では200年に1度の降雨を対象に事業を実

施し、河道改修やダム建設を進めてきた。 

現在までに瀬田川洗堰や淀川大堰、天ヶ瀬ダムや高山ダムなど

が完成している。 

さらに、昭和62年より淀川下流域の超過洪水対策として、高規格

堤防（スーパー堤防）の整備を実施している。 

一方、琵琶湖周辺の洪水防御と下流淀川の洪水流量の低減を

図るため、昭和47年から平成8年度末までの時限立法の「琵琶湖総

合開発事業」の一環として、湖岸堤の築造、瀬田川浚渫、内水排除

施設の整備等が実施された。 

また、琵琶湖流入河川のうち、野洲川・草津川・大津放水路も同

事業の中で、直轄事業として取り組んできた。さらに、姉川（高時

川）でも、同事業の中で丹生ダム事業が実施されてきた。なお、同

事業終結後の平成9年度以降は、これらの事業は一般事業として

継続実施されている。 

猪名川は昭和 15年より築堤及びダム建設等が本格的に始めら

れた、昭和58年には、一庫ダムが完成している。昭和53年には流

域の急激な開発に伴い総合治水特定河川の指定を受け、流域対

策も合わせて実施している。 

(2)課題 

このように近代的治水事業が着手されてから100年以上が経ち、

順次進められてきた河道整備や洪水調節のためのダム建設の結

果、淀川水系において、洪水氾濫の頻度は確実に減少してきた。 

しかしながら、洪水防御を担っている長大な堤防は、材料として

吟味されているとは限らない土砂を用いて逐次強化を重ねてきた

歴史の産物であり、その構造は被災経験などに基づいて定められ

てきたもので、構造物の破壊過程を解析的に検討して設計されてき

ているものではない。また、時代によって築堤材料や施工方法が異

なり、過去の被災原因を解明することも困難であり、現在の堤防は

必ずしも防災構造物としての安全性について十分な信頼性を有し

ているとはいえない。 

２．２ 治水・防災  

２．２．１ 洪水 

(1)沿革 

淀川における本格的な治水事業は、明治29年に着手した「淀川

改良工事」に始まる。本工事によって実施された瀬田川における洗

堰の設置、宇治川の巨椋池からの分離と新淀川の開削が現在の

淀川の姿を造った。 

その後、計画対象規模以上の洪水による水害が発生するたびに

整備水準を引き上げ、これまで、昭和46年に改定された工事実施

基本計画に基づき、下流では200年に1度の降雨を対象に事業を実

施し、河道改修やダム建設を進めてきた。 

現在までに瀬田川洗堰や淀川大堰、天ヶ瀬ダムや高山ダムなど

が完成している。 

さらに、昭和62年より淀川下流域の超過洪水対策として、高規格

堤防（スーパー堤防）の整備を実施している。 

一方、琵琶湖周辺の洪水防御と下流淀川の洪水流量の低減を

図るため、昭和47年から平成8年度末までの時限立法の「琵琶湖総

合開発事業」の一環として、湖岸堤の築造、瀬田川浚渫、内水排除

施設の整備等が実施された。 

また、琵琶湖流入河川のうち、野洲川・草津川・大津放水路も同

事業の中で、直轄事業として取り組んできた。さらに、姉川（高時

川）でも、同事業の中で丹生ダム事業が実施されてきた。なお、同

事業終結後の平成9年度以降は、これらの事業は一般事業として

継続実施されている。 

猪名川は昭和 15年より築堤及びダム建設等が本格的に始めら

れ、昭和58年には、一庫ダムが完成している。昭和53年には流域

の急激な開発に伴い総合治水特定河川の指定を受け、流域対策も

合わせて実施している。 

(2)課題 

このように近代的治水事業が着手されてから100年以上が経ち、

順次進められてきた河道整備や洪水調節のためのダム建設の結

果、淀川水系において、洪水氾濫の頻度は確実に減少してきた。 

しかしながら、洪水防御を担っている長大な堤防は、材料として

吟味されているとは限らない土砂を用いて逐次強化を重ねてきた

歴史の産物であり、その構造は被災経験などに基づいて定められ

てきたもので、構造物の破壊過程を解析的に検討して設計されてき

ているものではない。また、時代によって築堤材料や施工方法が異

なり、過去の被災原因を解明することも困難であり、現在の堤防は

必ずしも防災構造物としての安全性について十分な信頼性を有し

ているとはいえない。 
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基礎原案 基礎案 意見書における記述 

このように築かれてきた堤防の高さは、淀川本川の下流部など

では 10m にも達しており、その直近にまで多くの家屋が建てられ、

資産が集中している。破堤による被害ポテンシャルは現在において

も増大し続けており、破堤すれば、人命が失われ、家屋等が破壊さ

れ、ライフラインが途絶する等、ダメージを受けることとなる。 

 

現状の堤防は、現在の流域の状態及び治水施設でシミュレーシ

ョンを行うと、昭和28年13号台風時と同規模の降雨、流域平均2日

雨量約250mmの洪水に対してでさえ、破堤の危険性がある。また

今、流域平均2日雨量500mmの降雨が発生した場合に、直轄管理

区域内の堤防が破堤することによって被害が及ぶ可能性がある区

域の面積は、約33,000ha、人口は約1,835,000人にのぼる。 

なお、淀川水系では、琵琶湖を除いて浸水想定区域を公表して

いるものの、それを基に自治体が作成する「洪水ハザードマップ」

の作成状況は、現時点(平成15年8月)では6市1町のみである。 

この様な状況の中、河川管理施設等の整備による対応だけでな

く、情報基盤の整備、伝達体制の強化等ソフト対策の充実に努めて

きた。情報提供に関しては情報伝達システムの整備向上を図って

いるものの、住民、自治体、地下街やライフラインの管理者に対す

る、映像情報なと的確な情報の提供が十分でない。 

浸水頻度が減少したことや、大災害の経験者が減少していること

からも住民の防災に対する認識は薄れがちで、洪水に対する危険

性も十分に認識されているとは言えない。 

また、洪水時における円滑で効果的な水防活動や災害時の緊急

復旧活動等を実施・支援する防災活動の拠点や搬入路等の整備も

十分でない。 

 

木津川の岩倉峡上流の上野地区、桂川の保津峡上流の亀岡地

区等では、狭窄部が支障となっており、浸水が生じやすい地域であ

る。 

 

猪名川の銀橋狭窄部上流域の多田地区では、昭和13年、昭和

28年、昭和35年、昭和42年、昭和58年等、水害が頻発している。ま

た、狭窄部下流の山地部から平地部へ流れ出る箇所に無堤地区

が存在し、ここからの浸水は地形上閉鎖的な浸水にとどまらず、伊

丹地域から大阪平野北部へと広がることが予想される。 

更に、木津川下流部沿川のように、高い堤防が構築された両岸

の地域では、洪水時に堤内からの自然排水が困難となり、内水に

よる浸水被害が生じやすい地区がある。また、市街化の進んだ下

流堤内地では、局地的豪雨による内水氾濫も都市型災害として課

題となっている。 

このように築かれてきた堤防の高さは、淀川本川の下流部など

では 10m にも達しており、その直近にまで多くの家屋が建てられ、

資産が集中している。破堤による被害ポテンシャルは現在において

も増大し続けており、破堤すれば、人命が失われ、家屋等が破壊さ

れ、ライフラインが途絶する等、ダメージを受けることとなる。 

 

現状の堤防は、現在の流域の状態及び治水施設でシミュレーシ

ョンを行うと、昭和28年13号台風時と同規模の降雨、流域平均2日

雨量約250mmの洪水に対してでさえ、破堤の危険性がある。また

今、流域平均2日雨量500mmの降雨が発生した場合に、直轄管理

区域内の堤防が破堤することによって被害が及ぶ可能性がある区

域の面積は、約33,000ha、人口は約1,835,000人にのぼる。 

なお、淀川水系では、琵琶湖を除いて浸水想定区域を公表して

いるものの、それを基に自治体が作成する「洪水ハザードマップ」

の作成状況は、現時点(平成16年4月)では9市2町のみである。 

このような状況の中、河川管理施設等の整備による対応だけで

なく、情報基盤の整備、伝達体制の強化等ソフト対策の充実に努め

てきた。情報提供に関しては情報伝達システムの整備向上を図っ

ているものの、住民、自治体、地下街やライフラインの管理者に対

する、映像情報等的確な情報の提供が十分でない。 

浸水頻度が減少したことや、大災害の経験者が減少していること

からも住民の防災に対する認識は薄れがちで、洪水に対する危険

性も十分に認識されているとはいえない。 

また、洪水時における円滑で効果的な水防活動や災害時の緊急

復旧活動等を実施・支援する防災活動の拠点や搬入路等の整備も

十分でない。 

 

木津川の岩倉峡上流の上野地区、桂川の保津峡上流の亀岡地

区等では、狭窄部が支障となっており、浸水が生じやすい地域であ

る。 

 

猪名川の銀橋狭窄部上流域の多田地区では、昭和13年、昭和

28年、昭和35年、昭和42年、昭和58年等、水害が頻発している。ま

た、狭窄部下流の山地部から平地部へ流れ出る箇所に無堤地区

が存在し、ここからの浸水は地形上閉鎖的な浸水にとどまらず、伊

丹地域から大阪平野北部へと広がることが予想される。 

さらに、木津川下流部沿川のように、高い堤防が構築された両岸

の地域では、洪水時に堤内からの自然排水が困難となり、内水に

よる浸水被害が生じやすい地区がある。また、市街化の進んだ下

流堤内地では、局地的豪雨による内水氾濫も都市型災害として課

題となっている。 
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基礎原案 基礎案 意見書における記述 

 

淀川水系ではまず、木津川、桂川等の流量の増大によって、淀

川本川の水位ピークを迎え、その後ある時間差をもって琵琶湖水

位のピークを迎える洪水時の特性を活かし、下流部が危険な時

は、下流の洪水防御のため、瀬田川洗堰からの放流を制限もしくは

全閉している。その後、洗堰を全開して、上昇した琵琶湖水位を速

やかに低下させる(後期放流)ようにしている。しかし、瀬田川下流部

にある狭窄部、天ヶ瀬ダムの放流能力及び宇治川の流下能力不足

が支障となり、放流量が限られ、その結果湖周囲では長時間にわ

たる浸水被害が発生している。 

琵琶湖流入河川の野洲川・草津川においては、かつて天井川で

あったため破堤による甚大な被害を受けていた。それを解消するた

め、平地化を目的に放水路事業を進めてきた。草津川では引き続

き整備中である。 

さらに、大津市南部を流下する8河川の流域は、都市化が進み資

産が集積しており、河川の流下能力が小さく、たびたび浸水被害が

発生している。 

また、姉川（高時川）は、天井川であり、破堤時の被害は甚大な

ものとなる。 

過去に多くの大規模な森林荒廃や山腹崩壊が発生し、洪水時に

そこから生産される土砂が下流へ大量に流れ込み、多くの人命財

産に被害をもたらしてきた。 

 

 

 

２．２．２ 高潮 

大阪湾に注ぐ淀川の下流部の堤防は、昭和 36 年の第 2 室戸台

風の高潮で大きな被害を受けたのを契機に実施された高潮対策な

どによって、積み重ねられた構造となっており、その高さは、伊勢湾

台風規模の台風が満潮時に最悪コースで接近した場合の想定高

潮高さで整備されてきた。 

しかし未だ、一部の橋梁横断部では所定の堤防高さを有してお

らず、中には高潮時には陸閘によって浸水を防ぐことを余儀なくさ

れた橋もあり、陸閘操作時には、鉄道及び幹線道路が遮断される

ことから、社会経済上大きな影響を与えている。 

 

２．２．３ 地震・津波 

兵庫県南部地震によって淀川下流部の堤防が破壊され、以後堤

防の補強が実施されてきた。堤防の耐震を検討した結果、平常時

の河川水位が堤内地盤高よりも高い区間（河口から上流約 17km）

の中で、一部の区間（約 1.3km）で堤防の破壊により河川から浸水

 

淀川水系ではまず、木津川、桂川等の流量の増大によって、淀

川本川の水位ピークを迎え、その後ある時間差を持って琵琶湖水

位のピークを迎える洪水時の特性を活かし、下流部が危険な時

は、下流の洪水防御のため、瀬田川洗堰からの放流を制限もしくは

全閉している。その後、洗堰を全開して、上昇した琵琶湖水位を速

やかに低下させる(後期放流)ようにしている。しかし、瀬田川下流部

にある狭窄部、天ヶ瀬ダムの放流能力及び宇治川の流下能力不足

が支障となり、放流量が限られ、その結果琵琶湖周囲では長時間

にわたる浸水被害が発生している。 

琵琶湖流入河川の野洲川・草津川においては、かつて天井川で

あったため破堤による甚大な被害を受けていた。それを解消するた

め、平地化を目的に放水路事業を進めてきた。草津川では引き続

き整備中である。 

さらに、大津市南部を流下する8河川の流域は、都市化が進み資

産が集積しており、河川の流下能力が小さく、たびたび浸水被害が

発生している。 

また、姉川（高時川）は、天井川であり、破堤時の被害は甚大な

ものとなる。 

 

淀川水系では、過去に多くの大規模な森林荒廃や山腹崩壊が発

生し、洪水時にそこから生産される土砂が下流へ大量に流れ込

み、多くの人命財産に被害をもたらしてきた。 

 

 

２．２．２ 高潮 

大阪湾に注ぐ淀川の下流部の堤防は、昭和 36 年の第 2 室戸台

風の高潮で大きな被害を受けたのを契機に実施された高潮対策等

によって、積み重ねられた構造となっており、その高さは、伊勢湾台

風規模の台風が満潮時に最悪コースで接近した場合の想定高潮

高さで整備されてきた。 

しかし未だ、一部の橋梁横断部では所定の堤防高さを有してお

らず、中には高潮時には陸閘によって浸水を防ぐことを余儀なくさ

れた橋もあり、陸閘操作時には、鉄道及び幹線道路が遮断される

ことから、社会経済上大きな影響を与えている。 

 

２．２．３ 地震・津波 

兵庫県南部地震によって淀川下流部の堤防が破壊され、以後堤

防の補強が実施されてきた。堤防の耐震を検討した結果、平常時

の河川水位が堤内地盤高よりも高い区間（河口から上流約 17km）

の中で、一部の区間（約 1.3km）で堤防の破壊により河川から浸水
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する恐れがある。 

 

淀川大堰と毛馬排水機場は耐震点検の結果、耐震対策の実施

が必要なことが判っている。また、堤防以外の河川管理施設につい

ては耐震点検が実施されておらず安全性が確認されていない。 

兵庫県南部地震時には、建物の崩壊等により陸上交通が混乱

し、負傷者の輸送や復旧作業のための資材輸送等に支障を生じた

ことから、震災時の緊急輸送を目的として淀川の船着場の整備とあ

わせて、河川敷内に緊急河川敷道路を整備してきたところである

が、淀川大堰から三川合流点までの区間で連続的に通行できない

区間（約 5km）がある。 

南海地震発生時には、淀川河口まで約 2 時間で津波が押し寄せる

と推定されており、推定津波高は下流部の堤防高さには満たない

が、水面利用者や高水敷利用者等の迅速かつ確実な避難が必要

である。しかし、住民への情報伝達システムが整備途上なこともあ

り、情報の提供が十分でない。 

する恐れがある。 

 

淀川大堰と毛馬排水機場は耐震点検の結果、耐震対策の実施

が必要なことが判っている。また、堤防以外の河川管理施設につい

ては耐震点検が実施されておらず安全性が確認されていない。 

兵庫県南部地震時には、建物の崩壊等により陸上交通が混乱

し、負傷者の輸送や復旧作業のための資材輸送等に支障を生じた

ことから、震災時の緊急輸送を目的として淀川の船着場の整備とあ

わせて、河川敷内に緊急河川敷道路を整備してきたところである

が、淀川大堰から三川合流点までの区間で連続的に通行できない

区間（約 5km）がある。 

南海地震発生時には、淀川河口まで約 2 時間で津波が押し寄せる

と推定されており、推定津波高は下流部の堤防高さには満たない

が、水面利用者や高水敷利用者等の迅速かつ確実な避難が必要

である。しかし、住民への情報伝達システムが整備途上なこともあ

り、情報の提供が十分でない。 
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利水 2 章 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

２．３ 利水 

淀川水系の水は、淀川流域以外の地域も含めて、三重県、滋賀

県、奈良県、及び京阪神の約 1700 万人の暮らしと経済を支えてい

る。 

歴史を振り返ると、京阪神地域は、戦後復興における産業発展

のため多量の水資源を必要としたため、地下水に依存した結果、数

メートルもの地盤沈下が生じ、低い沖積平野をさらに低くし、高潮や

洪水に対してより被害が起きやすくなった。 

そのため、昭和 20 年代より阪神地区では産業基盤及び地盤沈

下対策として工業用水道が整備された。 

昭和 30 年代後半には、高度経済成長下、水需要を急増させるこ

とになり、相次いで水資源開発に係る法整備がなされ、平成 3 年度

完成の琵琶湖開発事業をはじめとする水資源開発を実施し、水利

用の安定化が図られた。 

しかし、近年の少子高齢化社会の到来や人口増の緩和等、社会

経済の変化は急激であり、かつて日本経済を支えた臨海工業地帯

では、工場の海外移転や資源循環型への転換などにより使用水量

が減少している。このような状況の変化に応じて、水利権量と実水

需要量に乖離が生じている。安定的な水供給の確保は各利水者の

責務であるが、各利水者の安全度にアンバランスが生じている。農

業用水についても、かんがい面積の減少、機械化等の高度化によ

る営農形態の変化、用排水の分離等による水利用の実態が変化し

ている。 

一方、近年の少雨化傾向により渇水が頻発しており、室生ダム、

日吉ダム、一庫ダムでは頻繁に渇水調整を実施せざるを得ない状

況となっている。また、琵琶湖においても沿岸の浸水被害を軽減す

るために、洪水期に制限水位まで水位を下げることと相まって、平

成5年以降の10年間で、-90cm以下となる水位低下が3回発生し

ている。 

さらに、地球規模の気候変動による降雨量の変動の増大は、今

後渇水の危険性を高める恐れがある。 

２．３ 利水 

淀川水系の水は、淀川流域以外の地域も含めて、三重県、滋賀

県、奈良県、及び京阪神の約 1700 万人の暮らしと経済を支えてい

る。 

歴史を振り返ると、京阪神地域は、戦後復興における産業発展

のため多量の水資源を必要としたため、地下水に依存した結果、数

メートルもの地盤沈下が生じ、低い沖積平野をさらに低くし、高潮や

洪水に対してより被害が起きやすくなった。 

そのため、昭和 20 年代より阪神地区では産業基盤及び地盤沈

下対策として工業用水道が整備された。 

昭和 30 年代後半には、高度経済成長下、水需要を急増させるこ

とになり、相次いで水資源開発にかかる法整備がなされ、平成 3 年

度完成の琵琶湖開発事業をはじめとする水資源開発を実施し、水

利用の安定化が図られた。 

しかし、近年の少子高齢化社会の到来や人口増の緩和等、社会

経済の変化は急激であり、かつて日本経済を支えた臨海工業地帯

では、工場の海外移転や資源循環型への転換などにより使用水量

が減少している。このような状況の変化に応じて、水利権量と実水

需要量に乖離が生じている。安定的な水供給の確保は各利水者の

責務であるが、各利水者の安全度にアンバランスが生じている。農

業用水についても、かんがい面積の減少、機械化等の高度化によ

る営農形態の変化、用排水の分離等による水利用の実態が変化し

ている。 

一方、近年の少雨化傾向により渇水が頻発しており、室生ダム、

日吉ダム、一庫ダムでは頻繁に渇水調整を実施せざるを得ない状

況となっている。また、琵琶湖においても沿岸の浸水被害を軽減す

るために、洪水期に制限水位まで水位を下げることと相まって、平

成5年以降の10年間で、-90cm以下となる水位低下が3回発生し

ている。 

さらに、地球規模の気候変動による降雨量の変動の増大は、今後

渇水の危険性を高める恐れがある。 
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利用 ２章 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

２．４ 利用 

２．４．１ 水面 

淀川は古来より舟運が盛んで、大阪と京都を結ぶ文化の路とし

て利用されてきている。明治初期に舟運のための航路の整備と維

持を目的として設置された水制群の名残がワンドであり、淀川独特

の河川環境を形成している。 

淀川本川では、従来より砂利船や漁船が航行しているが、近年

では、マリンスポーツの普及から水面利用の多様化が進み、水上

オートバイやプレジャーボート等の利用が増えたことにより、騒音・

水質汚濁だけでなく利用者間の接触事故も起きている。水上オート

バイの利用に関しては、関係行政機関及び関係利用者団体によっ

て淀川水上オートバイ関係問題連絡会が設立され、水面利用の適

正化を検討してきた結果、摂津市一津屋地区を当面の暫定的利用

箇所としている。 現在では、水上オートバイの利用期間、利用時間

及び利用範囲を限定し、利用者に秩序ある利用を要請することによ

り、水面の無秩序な利用や騒音等の苦情は減ってきているが、水

質調査の結果では、ベンゼン、トルエン、キシレン及び MTBE が検

出され新たな問題となっている。 

猪名川では、水面利用は殆ど見られないが、一部地域におい

て、かんがい用取水堰を利用したボート遊びを行いたいとの要望が

ある。 

 

宇治川及び桂川では、遊覧船や手漕ぎボートでの水面利用が見

られる。 

木津川上流域（笠置橋より上流）では、高山ダム及び青蓮寺ダム

等で、釣り船等による水面利用が見られる。一方、木津川下流で

は、カヌーによる水面利用が見られる。 

瀬田川では、遊覧船や漁船のほか、カヌーや手漕ぎボート等に

よる水面利用が数多く見られ、特に瀬田川洗堰上流では、学生等

によるボート競技が盛んである。これら水面利用のための多数の

桟橋や係留施設が、水辺の利用・景観を妨げているところがある。 

 

 琵琶湖に流入している野洲川及び草津川では、河川流量が少な

く、水面利用はあまり見られない。 

 

 琵琶湖では、淀川本川と同様に水上オートバイやプレジャーボー

ト等の利用によって、騒音や排出ガスによる水質汚濁の問題が提

起されている。滋賀県では、琵琶湖の自然環境の保全や住民の生

活環境保全を目的とした「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化

に関する条例」（平成14年滋賀県条例第52号）を制定し、その規定

２．４ 利用 

２．４．１ 水面 

淀川は古来より舟運が盛んで、大阪と京都を結ぶ文化の路とし

て利用されてきている。明治初期に舟運のための航路の整備と維

持を目的として設置された水制群の名残がワンドであり、淀川独特

の河川環境を形成している。 

淀川本川では、従来より砂利船や漁船が航行しているが、近年

では、マリンスポーツの普及から水面利用の多様化が進み、水上

オートバイやプレジャーボート等の利用が増えたことにより、騒音・

水質汚濁だけでなく利用者間の接触事故も起きている。水上オート

バイの利用に関しては、関係行政機関及び関係利用者団体によっ

て淀川水上オートバイ関係問題連絡会が設立され、水面利用の適

正化を検討してきた結果、摂津市一津屋地区を当面の暫定的利用

箇所としている。 現在では、水上オートバイの利用期間、利用時間

及び利用範囲を限定し、利用者に秩序ある利用を要請することによ

り、水面の無秩序な利用や騒音等の苦情は減ってきているが、水

質調査の結果では、ベンゼン、トルエン、キシレン等有害化学物質

が検出され新たな問題となっている。 

猪名川では、水面利用は殆ど見られないが、一部地域におい

て、かんがい用取水堰を利用したボート遊びを行いたいとの要望が

ある。 

 

宇治川及び桂川では、遊覧船や手漕ぎボートでの水面利用が見

られる。 

木津川上流域（笠置橋より上流）では、高山ダム及び青蓮寺ダム

等で、釣り船等による水面利用が見られる。一方、木津川下流で

は、カヌーによる水面利用が見られる。 

瀬田川では、遊覧船や漁船の他、カヌーや手漕ぎボート等による

水面利用が数多く見られ、特に瀬田川洗堰上流では、学生等によ

るボート競技が盛んである。これら水面利用のための多数の桟橋

や係留施設が、水辺の利用・景観を妨げているところがある。 

 

 琵琶湖に流入している野洲川及び草津川では、河川流量が少な

く、水面利用はあまり見られない。 

 

 琵琶湖では、淀川本川と同様に水上オートバイやプレジャーボー

ト等の利用によって、騒音や排出ガスによる水質汚濁の問題が提

起されている。滋賀県では、琵琶湖の自然環境の保全や住民の生

活環境保全を目的とした「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化

に関する条例」（平成14年滋賀県条例第52号）を制定し、その規定
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の中で従来型の2サイクルエンジンの動力船を平成18年4月から

使用禁止することにしている。また、航行規制についは、上記条例

により、騒音防止の観点から航路規制水域が指定され、「滋賀県琵

琶湖等水上安全条例」（昭和 30年滋賀県条例第 55号）等による航

行規制と併せて、湖面の適正な利用を図っている。 

 

カヌーや手漕ぎボート等による水面利用では、水辺へのアプロー

チの困難性や堰等の横断構造物による障害等、円滑な利用に支障

が出ている。 

 

２．４．２ 河川敷 

（1）利用 

 淀川流域では、広範囲にわたって造成された高水敷において

社会的要請に応え、公園、グラウンド等の施設整備が進められてき

た。 

この結果、淀川本川、宇治川、桂川及び木津川下流では、2,984

千m2（高水敷の15%）において公園やグラウンド等として整備され、

このうち国営淀川河川公園では、年間約520万人（平成13年度）も

の住民が利用するなど、市民に憩いの場を提供するとともに、身近

な自然空間として河川敷を公園として利用したいとの強い要望があ

る。 

 

また、猪名川においては 308 千m2（高水敷の 65%）が公園やグラ

ウンド等として整備され、同様に多くの住民に利用されており、新た

な占用要望もある。 

さらに、琵琶湖流入河川のひとつである野洲川においては、425

千m2（高水敷の25%）が地域に密着した河川公園として整備され、住

民に利用されているが、自治体や住民からは、身近な自然空間で

ある河川敷を公園として利用したいとの強い要望が多く出されてい

る。 

 一方、これら公園、グラウンド等人工的に整備された施設は、

河川の生態系を縦断的に分断し、また、本来の川の姿である瀬や

淵、水陸移行帯及び変化に富んだ河原等の空間そのものを失わせ

ることとなっているものもあり河川の特性を活かした利用形態への

見直しが求められている。 

 

 

（2）違法行為の存在 

 堤外民有地での耕作や占用許可を受けた耕作など様々な耕作

地が錯綜する中、違法な耕作も行われている。また、従来からの継

続的な違法工作物が存在している。 

の中で従来型の2サイクルエンジンの動力船を平成18年4月から

使用禁止することにしている。また、航行規制については、上記条

例により、騒音防止の観点から航行規制水域が指定され、「滋賀県

琵琶湖等水上安全条例」（昭和 30年滋賀県条例第 55号）等による

航行規制と併せて、湖面の適正な利用に向けて努めている。 

 

カヌーや手漕ぎボート等による水面利用では、水辺へのアプロー

チの困難性や堰等の横断構造物による障害等、円滑な利用に支障

が出ている。 

 

２．４．２ 河川敷 

（1）利用 

 淀川流域では、広範囲にわたって造成された高水敷において

社会的要請に応え、公園、グラウンド等の施設整備が進められてき

た。 

この結果、淀川本川、宇治川、桂川及び木津川下流では、4,810

千m2（高水敷の23%）が公園、グラウンド、ゴルフ場等として整備さ

れ、また、これらの占用許可施設以外に自由使用のグラウンド等も

ある。このうち国営淀川河川公園では、年間約520万人（平成13年

度）もの住民が利用するなど、市民に憩いの場を提供するととも

に、身近な自然空間として河川敷を利用したいとの強い要望があ

る。 

また、猪名川においては 308 千m2（高水敷の 65%）が公園やグラ

ウンド等として整備され、同様に多くの住民に利用されており、新た

な占用要望もある。 

さらに、琵琶湖流入河川の一つである野洲川においては、425千

m2（高水敷の25%）が地域に密着した河川公園として整備され、住民

に利用されているが、自治体や住民からは、身近な自然空間であ

る河川敷を公園として利用したいとの強い要望が多く出されてい

る。その他にも河川敷は、地域防災計画の広域避難場所として位

置づけられている箇所もある。 

 一方、これら公園、グラウンド等人工的に整備された施設は、

河川の生態系を縦断的に分断し、また、本来の川の姿である瀬や

淵、水陸移行帯及び変化に富んだ河原等の空間そのものを失わせ

ることとなっている地区もあり、河川の特性を活かした利用形態へ

の見直しが求められている。 

 

（2）違法行為の存在 

 堤外民有地での耕作や占用許可を受けた耕作など様々な耕作

地が錯綜する中、違法な耕作も行われている。また、従来からの継

続的な違法工作物が存在している。さらに、自由使用で使われてい
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（3）ホームレスの増加 

 近年、淀川下流区間などにおいて、ホームレスの増加が見られ

る。 

 

（4）迷惑行為の増大 

 一般利用者及び住民にとって迷惑（騒音、危険行為等）となる

場所において、ゴルフ、モトクロス及びラジコン等の行為が増加し苦

情も多く発生している。 

 

 

２．４．３ 舟運 

京都と大阪を結ぶ交通の大動脈であった淀川の舟運は幕を閉じ

て以来約 40 年間、舟運は伏見・観月橋周辺での観光や淀川下流

部における砂利採取の土運搬船等の航行に止まっている。 

しかし、近年市民の河川に対する関心の増大、自治体における

川に向いたまちづくりや川と都市の連続性修復、水辺の賑わい創

出等の観点から舟運復活を要望する声がでており、また、平成7年

1月の阪神・淡路大震災を踏まえ緊急時の物資輸送として舟運が見

直され、広域的な利用が期待されている。 

 

２．４．４ 漁業 

琵琶湖における内湖、淀川の干潟やワンド等の湿地帯、瀬と淵

の減少等河川形状の変化、水質や底質の悪化、水位変動の減少

や外来種の増加並びに水田を産卵の場としていた魚類の移動経路

の遮断等様々な要因が、生物の生息・生育環境を改変し、固有種

をはじめとする在来種の減少を招いている。 

琵琶湖では、5月～7月頃にかけての水位低下が、ニゴロブナ等

の産卵に支障を与えている恐れがある。また、近年、アユの冷水病

が発生している。 

 また、瀬と淵、湿地帯、ワンドやたまりの減少により、生物の生

息・生育環境が悪化しているとともに、河道内の樹林の繁茂により

砂州特有の、生物の生息・生育環境が失われている。 

 

淀川大堰下流の汽水域では、底層水の溶存酸素量が低下して

おり、魚類等の生息環境の悪化を招いている。 

 淀川においては、年々漁獲高が減少しており、平成11年度には、

約 250 トンとなっている。また、琵琶湖においても減少しつづけ、平

成 13 年度には約 2,000 トンにとどまっている。猪名川においては、

る河川敷の一部では、物置、ネットフェンス等が設置され、一部利

用者によりグラウンドとして排他的利用が行われている。 

 

（3）ホームレスの増加 

 近年、淀川下流区間などにおいて、ホームレスの増加が見られ

る。 

 

（4）迷惑行為の増大 

 一般利用者及び住民にとって迷惑（騒音、危険行為等）となる

場所において、ゴルフ、モトクロス及びラジコン等の行為が増加し苦

情も多く発生している。また、淀川本川においては、野犬の苦情が

多く寄せられている。 

 

２．４．３ 舟運 

京都と大阪を結ぶ交通の大動脈であった淀川の舟運は幕を閉じ

て以来約 40 年間、舟運は伏見・観月橋周辺での観光や淀川下流

部における砂利採取の土運搬船等の航行に止まっている。 

しかし、近年市民の河川に対する関心の増大、自治体における

川に向いたまちづくりや川と都市の連続性修復、水辺の賑わい創

出等の観点から舟運復活を要望する声が出ており、また、平成7年

1月の阪神・淡路大震災を踏まえ緊急時の物資輸送として舟運が見

直され、広域的な利用が期待されている。 

 

２．４．４ 漁業 

琵琶湖における内湖、淀川の干潟やワンド等の湿地帯、瀬と淵

の減少等河川形状の変化、水質や底質の悪化、水位変動の減少

や外来種の増加並びに水田を産卵の場としていた魚類の移動経路

の遮断等様々な要因が、生物の生息・生育環境を改変し、固有種

をはじめとする在来種の減少を招いている。 

琵琶湖では、5月～7月頃にかけての水位低下が、ニゴロブナ等

の産卵に支障を与えている恐れがある。また、近年、アユの冷水病

が発生している。 

 また、瀬と淵、湿地帯、ワンドやたまりの減少により、生物の生

息・生育環境が悪化しているとともに、河道内の樹林の繁茂により

砂州特有の、生物の生息・生育環境が失われている。 

 

淀川大堰下流の汽水域では、底層水の溶存酸素量が低下して

おり、魚類等の生息環境の悪化を招いている。 

 淀川においては、年々漁獲高が減少しており、平成11年度に

は、約250トンとなっている。また、琵琶湖においても減少し続け、平

成13年度には約2,000トンにとどまっている。猪名川においては、平
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平成 12年度に約 3.3 トンの漁獲高がある。 成12年度に約3.3トンの漁獲高があった。 
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４．５．４ 漁業 

淀川水系における生物の生息・生育環境の保全・再生を目標とす

る各施策を実施することにより、河川環境を保全・再生し、結果とし

て水産資源の保護・回復につなげる。 

４．５．４ 漁業 

淀川水系における生物の生息・生育環境の保全・再生を目標と

する各施策を実施することにより、河川環境を保全・再生し、結果と

して水産資源の保護・回復につなげる。 

5.1.4 漁業 

基礎原案に示された「河川環境を保全・再生し、結果として水産

資源の保護・回復につなげる」という基本方針は概ね適切である。

この基本方針を河川管理者、内水面漁業者ともに、大臣管理区間

か否かに関わらず、琵琶湖を含む全河川での共通の認識とするべ

きである。内水面漁業者も、アユなど経済魚種のみを対象とするこ

れまでの考え方から、淀川水系がもつ本来の多様な魚類・甲殻類・

貝類などの生態系を保全するという考え方に立って、持続的な漁業

をめざすべきである。 
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維持管理 ２章 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

２．５ 維持管理 

洪水、高潮等による災害防止のための堰、排水機場、樋門、堤

防、護岸等及び雨量・水位水質測定のための観測施設等や、水質

改善のための河川浄化施設等の河川管理施設の機能を確保する

ため、日常から、河川管理施設の操作・巡視点検を実施し、非常時

においても速やかな復旧並びに維持補修対策を実施している。 

しかし、多くの施設は、1960年代から1980年代に建設され、老朽

化が進んでおり、その維持費が年々増加している。 

堤防・護岸等においては、施工された時代及び、使用材料等によ

り、堤防天端の亀裂、法面崩壊、護岸のひび割れ及び、堤防内部

の空洞化による陥没の発生が増加している。 

 

洪水時には、樋門等河川管理施設の操作を操作員により実施し

ているが、操作員の高齢化に伴う後継者不足や施設の増加に伴う

新規操作員の確保が困難となっている。 

 

一方、河道内においては、高木樹木の繁茂及び堆積土砂によっ

て、治水に対する影響が生じているところがある。 

なかでも堆積土砂は、船舶の航行にも影響を及ぼすこととなる。 

近年水と緑の貴重な空間として河川空間が注目され、年々利用

者が増加している中で、河川利用者の安全性の向上を図るとともに

バリアフリー化を含めた施設の改善や通路の確保が必要である。

また、歩行者等の移動が円滑に行えない地区があり、その改善が

望まれている。 

多くの住民の協力で清掃活動が年々増し、モラルが高まっては

いるものの、一部の河川利用者によるゴミ投棄や流域からの流入

ゴミに加え、家電製品や自動車などの廃棄物の不法投棄が増加し

ている。 

 

また、河川区域内には河川管理施設以外に、取排水施設や橋梁

等の許可工作物が存在するが、その中には、すでに利用されてい

ない施設や老朽化による強度不足のため河川管理上支障となって

いるものがある。 

 

 その他、昨今の社会情勢を受けてテロの発生に対する危機管理

の体制強化が必要となっている。 

 

２．５ 維持管理 

洪水、高潮等による災害防止のための堰、排水機場、樋門、堤

防、護岸等及び雨量・水位水質測定のための観測施設等や、水質

改善のための河川浄化施設等の河川管理施設の機能を確保する

ため、日常から、河川管理施設の操作・巡視点検を実施し、非常時

においても速やかな復旧並びに維持補修対策を実施している。 

しかし、多くの施設は、1960年代から1980年代に建設され、老朽

化が進んでおり、その維持費が年々増加している。 

堤防・護岸等においては、施工された時代及び、使用材料等によ

り、堤防天端の亀裂、法面崩壊、護岸のひび割れ及び、堤防内部

の空洞化による陥没の発生が増加している。 

 

洪水時には、樋門等河川管理施設の操作を操作員により実施し

ているが、操作員の高齢化に伴う後継者不足や施設の増加に伴う

新規操作員の確保が困難となっている。 

 

一方、河道内においては、高木樹木の繁茂及び堆積土砂によっ

て、治水に対する影響が生じているところがある。 

なかでも堆積土砂は、船舶の航行にも影響を及ぼすこととなる。 

近年水と緑の貴重な空間として河川空間が注目され、年々利用

者が増加している中で、河川利用者の安全性の向上を図るとともに

バリアフリー化を含めた施設の改善や通路の確保が必要である。

また、歩行者等の移動が円滑に行えない地区があり、その改善が

望まれている。 

多くの住民・住民団体の協力で清掃活動が年々増し、モラルが

高まってはいるものの、一部の河川利用者によるゴミ投棄や流域

からの流入ゴミに加え、家電製品や自動車などの廃棄物の不法投

棄が増加している。 

 

また、河川区域内には河川管理施設以外に、取排水施設や橋梁

等の許可工作物が存在するが、その中には、既に利用されていな

い施設や老朽化による強度不足のため河川管理上支障となってい

るものがある。 

 

 その他、昨今の社会情勢を受けてテロの発生に対する危機管理

の体制強化が必要となっている。 
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基礎原案 基礎案 意見書における記述 

（3）河川区域の管理 

1）樹木の伐採と管理 

治水上支障となる河道内樹木については、繁茂の状況や河

川環境の保全に配慮しつつ、災害防止の観点から樹木群の

拡大防止等適正な対策を図る。 

 

2）河道内堆積土砂等の管理 

河道内堆積土砂の除去については、河床変動状況や河川

管理施設、船舶の航行等への影響及び河川環境への影響等

から判断する。 なお、その際コンクリート用骨材として利用可

能な場合は、砂利採取の許可の検討を行う。 

 

3） 安全利用のための対策 

安心して利用できる河川空間を目指すとともに、危険が内在

する河川の自然性を踏まえた河川利用及び安全確保のあり方

に関する情報提供と啓発を関係機関、住民の協力を得て行う。 

また、河川利用者の安全性の向上を図るとともに、バリアフ

リー化を含めた、施設の改善や通路の確保を図る。 

 

 

 4）河川内ゴミの処理及び不法投棄の防止対策 

     「川は地域共有の公共財産である」という共通認識のもと、 

啓発活動を実施していくと共に、河川美化と環境保全のた 

めの維持管理に努める。 

 

5）河川環境の保全のための指導 

河川環境の保全のため、巡視を行い、不適切な河川内の利

用に対して指導を行う。 

 

6）テロに対する河川管理施設等における管理体制の強化 

関係機関と連携し、平常時から危機管理対策を講じる。 

（3）河川区域の管理 

1）樹木の伐採と管理 

河川管理上支障となる河道内樹木については、繁茂の状況

や河川環境の保全に配慮しつつ、災害防止等の観点から樹

木群の拡大防止等適正な対策を図る。 

 

2）河道内堆積土砂等の管理 

河道内堆積土砂の除去については、河床変動状況や河川

管理施設、船舶の航行等への影響及び河川環境への影響等

から判断する。 なお、その際コンクリート用骨材として利用可

能な場合は、砂利採取の許可の検討を行う。 

 

3） 安全利用のための対策 

安心して利用できる河川空間を目指すとともに、危険が内在

する河川の自然性を踏まえた河川利用及び安全確保のあり方

に関する情報提供と啓発を関係機関、住民・住民団体の協力

を得て行う。 

また、河川利用者の安全性の向上を図るとともに、バリアフ

リー化を含めた、施設の改善や通路の確保を図る。 

 

 

 4）河川内ゴミの処理及び不法投棄の防止対策 

「川は地域共有の公共財産である」という共通認識のもと、啓

発活動を実施していくとともに、河川美化と環境保全のための

維持管理に努める。 

 

5）河川環境の保全のための指導 

河川環境の保全のため、巡視を行い、不適切な河川内の利

用に対して指導を行う。 

 

6）テロに対する河川管理施設等における管理体制の強化 

関係機関と連携し、平常時から危機管理対策を講じる。 

(3) 河川区域の管理 

基礎原案に掲げられた河川区域の管理に関わる施策は概ね適

切であるが、さらに以下の点に配慮して実施する必要がある。 

1)とくに高水敷については大臣管理区間か否かに関わらず整合

性のある管理に向けた改善が必要である。 

2)「テロ」についてはこれまでの経験が乏しいだけに難解な課題

である。施設や工作物の破壊のほか水質汚染への危機管理

対策が望まれる。 

 

 

基礎原案・基礎案・意見書対比シート 91













 
ダム ２章 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

２．６ ダ  ム 

２．６．１ 既設ダム 

 淀川水系のダム群（天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダ

ム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム）や瀬田川洗堰

は、社会要請に応えるべく、治水、利水に対し、その役目を果たして

きた。 

 ダム等による流水の貯留や流量調節は、必要最小限の水量を安

定的に確保しながら操作し一定の効果をあげてきた。その反面、下

流河川流況の平滑化を招き、洪水調節によるダムからの放流量の

減少及び河川改修事業による河川横断形状の不連続とも相まっ

て、自然のリズムにあった川本来の水位変動や攪乱が減少する場

合も見受けられ、河川の生態系を改変している。 

 木津川の上流域などでは都市化が進み、それに伴うダム湖（富栄

養化、深層部の貧酸素化）及び流入河川の水質汚濁、流入と異な

る放流水温の環境への影響が問題となっている。 

  ダム等の河川横断工作物による生物の遡上・降下の阻害や、土

砂移動の連続性の遮断により下流河川の一部区間で河床材料 

の変化を招いたことが、生物の生息・生育環境に影響を与えている

ところがある。 

 また、ダム貯水池の洪水期、非洪水期の水位差が大きく異なるた

め、ダム貯水池の法面において裸地が存在する場所が見受けられ

る。 

ダムの建設は水没を伴わざるを得ず、移転を余儀なくされた住民

をはじめとして、ダムが建設された地域へ大きな社会的影響を与え

た。 

洪水時におけるダム管理上の問題として放流時に河川利用者に

避難するよう指導しても多くの人が避難しないため、関係機関とも

連携してより一層の避難誘導が必要である。 

２．６ ダム 

２．６．１ 既設ダム 

 淀川水系のダム群（天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダ

ム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム）や瀬田川洗堰

は、社会要請に応えるべく、治水、利水に対し、その役目を果たして

きた。 

 ダム等による流水の貯留や流量調節は、必要最小限の水量を安

定的に確保しながら操作し一定の効果をあげてきた。その反面、下

流河川流況の平滑化を招き、洪水調節によるダムからの放流量の

減少及び河川改修事業による河川横断形状の不連続とも相まっ

て、自然のリズムにあった川本来の水位変動や攪乱が減少する場

合も見受けられ、河川の生態系を改変している。 

 木津川の上流域などでは都市化が進み、それに伴うダム湖（富栄

養化、深層部の貧酸素化）及び流入河川の水質汚濁、流入と異な

る放流水温の環境への影響が問題となっている。 

  ダム等の河川横断工作物による生物の遡上・降下の阻害や、土

砂移動の連続性の遮断により下流河川の一部区間で河床材料 

の変化を招いたことが、生物の生息・生育環境に影響を与えている

ところがある。 

 また、ダム貯水池の洪水期、非洪水期の水位差が大きく異なるた

め、ダム貯水池の斜面において裸地が存在する場所が見受けられ

る。 

ダムの建設は水没を伴わざるを得ず、移転を余儀なくされた住民

をはじめとして、ダムが建設された地域へ大きな社会的影響を与え

た。 

洪水時におけるダム管理上の問題として放流時に河川利用者に避

難するよう指導しても多くの人が避難しないため、関係機関とも連

携してより一層の避難誘導が必要である。 
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基礎原案 基礎案 意見書における記述 

４．７．３ 事業中の各ダムの方針 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ

瀬ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては調査

検討を行う。 

調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防災上途中

で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

４．７．３ 事業中の各ダムの方針 

ダム計画の方針に基づき、これまで事業中の大戸川ダム、天ヶ

瀬ダム再開発、川上ダム、丹生ダム、余野川ダムについては早期

に調査検討を行い、状況を適宜公表する。 

調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防災上途中

で止めることが不適当な工事以外は着手しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 事業中の各ダムの方針 

基礎原案では、事業中のいずれのダムについても「調査・検討」

を継続するとしている。調査・検討を継続することは概ね適切である

が、調査・検討が長びく場合は、適宜、検討経過とその内容を公表

する必要がある。 

代替案については「さらに詳細な検討を行う」としているが、既存

計画の抜本的見直し、すなわちダム計画を中止することを含む幅

広い検討が必要である。 

現在、ダム建設を理由として河川整備等がなおざりにされるなど

種々の問題があり、速やかにダム事業の「調査・検討」の結論を出

す必要がある。 

なお、「調査・検討の間は地元の地域生活に必要な道路や、防災

上途中で止めることが不適当な工事以外は着手しない」としたこと

は適切な選択として高く評価する。 

 

 

基礎原案では、「変化に富んだ地形と固有種を含む多様な生態

系が形成されていた頃の河川環境を目標」とし、「今後の河川整備

では『川が川をつくる』のを手伝うという考え方を念頭に、湖や河川

の連続性の修復をめざし、多様な形状をもつ河川への復元をはか

る」としている。また、これまでの河川整備が河川環境に及ぼしてき

た影響を真摯に受け止め、「流域的視点に立って、流域のあらゆる

関係者が連携協力し、健全な水循環系の確保に向けた努力を積み

重ねることを前提に、淀川水系の河川整備計画を策定する。この

際、社会環境、自然環境への影響を十分に踏まえ、既存の計画に

とらわれることなく、柔軟に見直しを行う」と明言している。河川環境

を大きく改変するダム計画についても、「事業中のダムについてさら

に詳細な調査・検討を行い、その間の工事を必要最小限のもの以

外は着手しない」としている。これらはいずれも従来の河川整備の

考え方とは異なる画期的な判断であり、高く評価できる。  

(2 河川環境） 

 注）下線部は左記と関係の強い部分(庶務で記入) 
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基礎原案 基礎案 意見書における記述 

（5）余野川ダム 

1）狭窄部上流多田地区の浸水被害を早期に軽減するため、既存

調節池の活用、既設一庫ダムの放流操作変更、堆砂容量の活

用や利水容量の振り替え及び新たな遊水地の設置が有効で

ある。 

2）既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として

余野川ダムが有効である。 

3）余野川ダムは下流部の浸水被害を軽減する効果がある。 

 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一

庫ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に

与える影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

（5）余野川ダム 

1）狭窄部上流多田地区の浸水被害を早期に軽減するため、既存

調節池の活用、既設一庫ダムの放流操作変更、堆砂容量の活

用や利水容量の振替及び新たな遊水地の設置が有効である。

2）既設一庫ダムの利水容量の振り替えのための貯留施設として

余野川ダムが有効である。 

3）余野川ダムは下流部の浸水被害を軽減する効果がある。 

 

余野川ダム計画について以下の調査・検討を行う。 

1）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

2）余野川ダムの貯水池規模の見直し並びに余野川ダム及び一

庫ダムの貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に

与える影響をはじめ、環境等の諸調査を行う。 

3）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

4）利水について、水需要の精査確認を行う。 

(5) 余野川ダム 

基礎原案に示された余野川ダムの主目的は「狭窄部上流多田地

区の浸水被害の軽減」であり、それには「一庫ダムの治水機能強

化」が必要であるとして、一庫ダムの堆砂容量の活用や、余野川ダ

ムへ「利水容量の一部の振替」を行おうとするものである。また、余

野川ダムの建設は「下流部の浸水被害の軽減」にも役立つとしてい

る。 

それぞれの目的には次のような問題がある。 

「多田地区の浸水被害の軽減」の計画高水として「既往最大規模

の洪水」が採用されているが、猪名川の既往最大洪水の規模は異

常に大きく、年超過確率に換算すれば数千年に相当する。したがっ

て、既往最大規模の洪水を計画高水とすることは、計画の達成とい

う観点からみて実現性に問題があり、数十年規模の確率洪水を計

画対象とせざるをえない。しかし、このように計画高水を小さくして

も、川沿いに人家が密集したこの地区の浸水被害を軽減すること

はきわめて困難であり、人家の移転や耐水化を併用する必要があ

る。 

「一庫ダムの治水機能強化」により、多田地区の浸水被害はある

程度緩和されるものの、一庫ダムは猪名川の支川一庫大路次川に

設置されており、ダムの集水面積とほぼ同じ面積をもつ集水域外

から流出する流量への抑制機能はなく、抜本的解決にはならない。

「利水容量の振替」については、日吉ダム・大戸川ダム間の利水

容量の振替に見られたように、距離が離れたうえに集水面積も異な

るダム間で、例え利水容量が同じであっても、同等の利水機能の振

替となるか不明確である。 

「下流部の浸水被害の軽減」については、余野川ダムの集水面

積の大きさを考慮した浸水被害の軽減度を明らかにする必要があ

る。 

余野川ダムの建設予定地は、大規模な宅地開発地に隣接する

貴重な「里川・里山」で、豊かな生物の生息・生育地である。また、

余野川の流水は隣接した北山川に分水され、北山川につくられた

余野川ダムに貯留されることになっているが、ダムの容量に比べて

集水面積が小さく、ダム湖水の回転率が小さいうえに、ダム湖周辺

には新たな大規模な住宅開発が予定されており、水質悪化が懸念

される。 
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関連施策 ２章 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

２．７ 関連施策 

２．７．１ 淀川河川公園 

 

広範囲にわたって造成された高水敷では社会的要請に応えて、

グラウンド等の施設整備が進められてきた。この結果、年間520万

人もの市民に憩いの場として活用されている。 

また、身近な自然空間として河川敷を公園として利用したいとの

要望も強い。 

一方、これらの人工的な施設整備は、低水護岸等とも相まって、

河川の生態系を分断しているところもあり、河川本来の特性を活か

した利用形態への見直しが求められている。 

 

２．７ 関連施策 

２．７．１ 淀川河川公園 

 

広範囲にわたって造成された高水敷では社会的要請に応えて、

グラウンド等の施設整備が進められてきた。この結果、年間520万

人もの市民に憩いの場として活用されている。 

また、身近な自然空間として河川敷を利用したいとの強い要望が

ある。 

一方、これらの人工的な施設整備は、低水護岸等とも相まって、

河川の生態系を分断しているところもあり、河川本来の特性を活か

した利用形態への見直しが求められている。 

 

 

8.1 淀川河川公園の整備方針 

 

基礎原案によると、淀川河川公園は年間520万人もの市民に活

用されているとのことであるが、「河川の生態系を分断しているとこ

ろもあり、河川本来の特性を活かした利用形態への見直しが求め

られている」との現状認識に基づいて、「淀川河川公園基本計画の

見直しを行う」としたことは評価できる。ただし、見直しの検討を行う

「淀川河川公園基本計画改定委員会(仮称)」には学識経験者・自治

体に加えて住民・住民団体などが参加することが望まれる。 
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関連施策 ４章 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

４．８ 関連施策 

４．８．１ 淀川河川公園 

 

本整備計画との整合を図りつつ、淀川河川公園基本計画の見直

しを行う。見直しに当たっては学識経験者・自治体などからなる「淀

川河川公園基本計画改訂委員会（仮称）」において検討する。 

 

 改訂に際しては、以下の項目方針を踏まえて検討する。 

1)公園区域やゾーニングの見直し 

2)自然環境の保全と再生・復元  

3)歴史を取り入れた公園計画 

4)淀川にふさわしい利用ができる公園計画 

5)まちと淀川をつなぐ河畔区域を含めた公園整備 

6)利用者のニーズを踏まえたユニバーサルデザインの導入 

7)環境教育・研究の拠点としての既存施設活用 

 

 なお、堤防補強対策の実施と連携した高水敷きにおける公園の

一体的整備についても検討する。 

４．８ 関連施策 

４．８．１ 淀川河川公園 

 

本整備計画との整合を図りつつ、淀川河川公園基本計画の見直

しを行う。見直しにあたっては学識経験者・自治体などからなる「淀

川河川公園基本計画改定委員会（仮称）」において検討する。 

 

 改定に際しては、以下の項目方針を踏まえて検討する。 

1)公園区域やゾーニングの見直し 

2)自然環境の保全と再生・復元  

3)歴史と文化を取り入れた公園計画 

4)淀川にふさわしい利用ができる公園計画 

5)まちと淀川をつなぐ河畔区域を含めた公園計画 

6)利用者の視点に立ったユニバーサルデザインの導入 

7)環境教育・研究の拠点としての既存施設活用 

 

なお、堤防補強対策の実施と連携した高水敷きにおける公園の

一体的整備についても検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「堤防補強対策の実施と連携した高水敷における公園の一体的

整備の検討」については、水陸移行帯を復活させる工夫が必要で

ある。 
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関連施策 ５章 

基礎原案 基礎案 意見書における記述 

５．８ 関連施策 

５．８．１ 淀川河川公園 

 

河川整備計画との整合を図りつつ、「淀川河川公園基本計画改

定委員会（仮称）」の議論を経て策定される「淀川河川公園基本計

画」に基づき検討する。 

 

なお、次の事業については河川整備計画と整合を図りつつ、継

続的に実施していく。 

1)老朽化施設の更新・補修 

2)既存施設の維持管理 

3)既存施設のバリアフリー化推進 

５．８ 関連施策 

５．８．１ 淀川河川公園 

 

本整備計画との整合を図りつつ、「淀川河川公園基本計画改定

委員会（仮称）」の議論を経て策定される「淀川河川公園基本計画」

に基づき検討する。 

 

なお、次の事業については河川整備計画と整合を図りつつ、継

続的に実施していく。 

1)老朽化施設の更新・補修 

2)既存施設の維持管理 

3)既存施設のバリアフリー化推進 

 

8.2 淀川河川公園の具体的な整備内容 

 

淀川の高水敷に人工的に整備された野球グラウンド・テニスコー

ト・サッカー場などの運動施設などは、本来の淀川の生態系を分断

しており、河川の特性を十分活かした利用形態に戻すために、自然

再生・再自然化をはかる必要がある。 
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